
平
成
二
十
年
一
月
二
十
一
日
提
出

質

問

第

七

号

外
務
省
に
お
け
る
ワ
イ
ン
の
管
理
方
法
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

鈴

木

宗

男

7



外
務
省
に
お
け
る
ワ
イ
ン
の
管
理
方
法
に
関
す
る
質
問
主
意
書

「
政
府
答
弁
書
一
」
（
内
閣
衆
質
一
六
八
第
三
九
五
号
）
を
踏
ま
え
、
以
下
質
問
す
る
。

一

二
〇
〇
一
年
度
か
ら
二
〇
〇
五
年
度
ま
で
の
五
年
間
に
外
務
省
が
購
入
し
、
「
政
府
答
弁
書
二
」
（
内
閣
衆
質
一
六
八
第

二
六
五
号
）
に
年
度
毎
の
銘
柄
別
購
入
本
数
と
一
本
当
た
り
の
購
入
単
価
が
記
載
さ
れ
て
い
る
二
千
三
百
六
十
六
本
の
ワ
イ

ン
（
以
下
、
「
ワ
イ
ン
」
と
い
う
。
）
に
つ
き
、
二
〇
〇
八
年
一
月
十
日
現
在
の
使
用
状
況
を
問
う
た
と
こ
ろ
、
「
政
府
答

弁
書
一
」
で
は
、
「
ワ
イ
ン
は
御
指
摘
の
よ
う
な
形
で
管
理
さ
れ
て
お
ら
ず
、
お
尋
ね
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難

で
あ
る
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
。
で
は
、
外
務
省
は
「
ワ
イ
ン
」
を
一
体
ど
の
様
に
管
理
し
、
そ
の
使
用
状
況
を

ど
の
様
に
把
握
し
て
い
る
の
か
説
明
さ
れ
た
い
。

二

一
の
答
弁
か
ら
す
る
と
、
外
務
省
は
「
ワ
イ
ン
」
が
ど
れ
だ
け
使
用
さ
れ
、
ど
れ
だ
け
残
っ
て
い
る
か
把
握
し
て
い
な
い

様
だ
が
、
右
は
外
務
省
に
お
い
て
「
ワ
イ
ン
」
を
含
む
外
務
省
が
保
有
す
る
全
て
の
ワ
イ
ン
（
以
下
、
「
全
て
の
ワ
イ
ン
」

と
い
う
。
）
を
使
用
す
る
際
、
ど
の
銘
柄
の
も
の
を
い
つ
ど
の
場
に
お
い
て
使
用
し
た
か
を
台
帳
の
様
な
も
の
に
記
入
す
る

等
の
方
法
で
、
一
々
記
録
は
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
か
。

三

「
政
府
答
弁
書
一
」
で
、
外
務
省
は
「
外
務
省
に
お
い
て
ワ
イ
ン
を
適
切
に
管
理
し
て
き
て
い
る
こ
と
か
ら
、
公
務
の
目

一



的
以
外
で
の
使
用
は
な
い
と
承
知
し
て
い
る
。
」
と
答
弁
し
て
い
る
が
、
二
で
、
一
々
記
録
は
し
て
い
な
い
の
な
ら
ば
、

「
全
て
の
ワ
イ
ン
」
が
い
い
加
減
に
扱
わ
れ
、
公
務
の
目
的
以
外
で
「
全
て
の
ワ
イ
ン
」
が
使
用
さ
れ
て
も
外
務
省
と
し
て

把
握
の
仕
様
が
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
と
こ
ろ
、
外
務
省
が
右
の
答
弁
の
様
に
、
「
全
て
の
ワ
イ
ン
」
が
公
務
の
目

的
以
外
で
の
使
用
は
さ
れ
て
い
な
い
と
す
る
根
拠
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

四

外
務
省
は
「
全
て
の
ワ
イ
ン
」
の
物
品
管
理
簿
（
以
下
、
「
物
品
管
理
簿
」
と
い
う
。
）
に
つ
き
、
「
政
府
答
弁
書
一
」

で
「
適
正
に
書
面
で
作
成
さ
れ
た
物
品
管
理
簿
を
改
め
て
電
子
化
す
る
必
要
が
あ
る
と
は
考
え
て
い
な
い
。
」
と
答
弁
し
て

い
る
が
、
例
え
ば
エ
ク
セ
ル
等
の
ソ
フ
ト
を
使
い
、
「
全
て
の
ワ
イ
ン
」
の
価
格
、
銘
柄
、
購
入
し
た
日
に
ち
、
使
用
さ
れ

た
日
に
ち
並
び
に
使
用
し
た
場
等
を
記
入
し
た
表
を
作
成
す
れ
ば
、
検
索
を
か
け
て
そ
れ
ぞ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で

き
る
等
、
「
物
品
管
理
簿
」
を
電
子
化
す
る
こ
と
の
利
点
は
大
き
い
と
考
え
る
。
事
実
、
「
物
品
管
理
簿
」
を
右
に
述
べ
た

様
な
方
法
で
電
子
化
す
れ
ば
、
一
の
様
な
答
弁
を
せ
ず
、
二
〇
〇
八
年
一
月
十
日
現
在
の
使
用
状
況
に
つ
い
て
答
え
る
こ
と

は
容
易
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
れ
で
も
外
務
省
が
「
物
品
管
理
簿
」
を
作
成
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
な
い
の
は
な
ぜ
か
。

五

外
務
省
が
「
物
品
管
理
簿
」
を
電
子
化
せ
ず
、
あ
る
時
点
で
の
使
用
状
況
に
つ
い
て
明
確
な
回
答
を
し
な
い
の
は
、
ま
さ

に
「
全
て
の
ワ
イ
ン
」
が
公
務
の
目
的
以
外
で
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
隠
蔽
す
る
た
め
で
は
な
い
の
か
。

二



右
質
問
す
る
。

三


